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佐賀県における DV 被害の現状 

(1)佐賀県配偶者暴力相談支援センターへの相談状況 

県配偶者暴力相談支援センターにおける DV 相談件数（デート DV を除く。内閣府男

女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等調査」)は、下記グラフ

①のとおりで、令和 4 年度は 723 件となっています。 

 
①佐賀県配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数の推移 (単位:件) 

資料：佐賀県こども家庭課、佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 

 

また、デート DV 相談件数の推移については、下記グラフ②のとおり、令和 4 年度は、

14 件となっています。 

 
②佐賀県配偶者暴力相談支援センターにおけるデートＤＶ相談件数の推移 (単位:件) 

 
資料：佐賀県こども家庭課、佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 
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グラフ①「佐賀県配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数の推移」に   

ついて、被害者の年齢別では、下記グラフ③のとおり、「40 代」が 33.1％と最も多く、

次いで「50 代」が 25.3％、「30 代」19.4%となっています。 

 
③令和 4 年度 被害者の年齢（佐賀県） 

資料：佐賀県こども家庭課、佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 
 

 

 

また、加害者との関係をみると下記グラフ④のとおり、「婚姻届出あり」が 91.4％、

「離婚済」が 5.9％、「生活の本拠をともにする元交際相手」が 1.2％となっています。 

 

④令和 4 年度 被害者と加害者の関係（佐賀県） 

資料：佐賀県こども家庭課、佐賀県男女参画・女性の活躍推進課 
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(2)佐賀県婦人相談所における一時保護の状況 

一時保護入所者処理件数の状況をみると、下記表①のとおり、令和 4 年度は、20 件と

なっています。 

 

①一時保護入所者処理件数の推移(平成３０年度～令和４年度)        (単位:件) 

 受
付
件
数 

処
理
済
人
員 

処 理 事 項 未
処
理 

婦
人
保
護
施
設
入
所 

自
立 

帰
宅 

帰
郷 

病
院 

他
 
婦
人
相
談
所 

民
間
団
体 

母
子
生
活
支
援
施
設 

他
 
社
会
福
祉
施
設 

入
国
管
理
局 

 
 
他 

計  

H 30 31 31 5 0 9 7 1 0 0 5 3 0 1 31 0 

R 元 30 28 2 1 12 4 1 0 0 3 0 0 5 28 2 

R ２ 26 23 1 3 6 4 0 0 0 6 3 0 0 23 3 

R ３ 19 18 3 1 5 2 2 0 0 2 1 0 2 18 1 

R ４ 20 20 3 1 7 5 0 0 0 1 0 0 3 20 0 

＊「未処理」は、年度内に処理が完了せず、引き続き一時保護している件数 

資料：佐賀県婦人相談所 

 

 

 

また、年齢別一時保護人数の年代別状況をみると、下記表②のとおり、令和 4 年度は

20～29 歳が最も多くなっています。 
 

②年齢別一時保護人数 (平成３０年度～令和４年度)            (単位:件) 
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以上 
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H 30 0 4 1 6 12 4 4 0 31 

R 元 0 3 4 12 7 1 3 0 30 

R ２ 0 0 6 8 3 3 6 0 26 

R ３ 0 0 5 3 3 3 5 0 19 

R ４ 0 0 9 4 2 0 5 0 20 

資料：佐賀県婦人相談所 
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一時保護入所理由をみると、下記表③のとおり、平成 30 年度から令和 4 年度までの   

すべての年度で「夫等の暴力」が最も多くなっています。 

③一時保護入所理由 (平成３０年度～令和４年度)              (単位:件) 

主 訴 H30 R 元 R2 R3 R4 

人 

間 

関 

係 

夫 
等 

夫等の暴力 18 10 16 11 10 

酒乱・薬物中毒 0 0 0 0 0 

離婚問題 0 0 0 0 0 

その他 0 1 0 0 0 

子 
ど 
も 

子どもの暴力 0 0 0 0 1 

養育困難 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

親 
族 

親の暴力 2 5 0 0 5 

その他の親族の暴力 2 2 1 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

交 
際 
相 
手 

交際相手の暴力 2 0 0 0 0 

同性の交際相手の暴力 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

ストーカー 0 0 0 0 0 

家庭不和 3 6 2 1 0 

その他の者の暴力 0 2 1 0 2 

男女問題 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

住居問題 0 0 0 0 0 

帰住先なし 4 4 6 5 1 

経
済
問
題 

生活困窮 0 0 0 1 0 

借金サラ金 0 0 0 0 0 

求職 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

医
療
関
係 

病気 0 0 0 0 0 

精神的問題 0 0 0 0 0 

妊娠・出産 0 0 0 1 0 

その他 0 0 0 0 0 

年少者の性的課題 0 0 0 0 0 

売春強要 0 0 0 0 0 

暴力団関係者等による支配・依存 0 0 0 0 1 

5 条違反 0 0 0 0 0 

その他 0 0 0 0 0 

 計 31 30 26 19 20 

資料：佐賀県婦人相談所 
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（３）ＤＶ事案の取り扱い件数の推移 

第 4 次基本計画期間中の佐賀県警察における DV 認知件数及び検挙件数は、下記   

グラフ①のとおりで、令和 4 年の 1 年間では DV 認知件数が 377 件、そのうち検挙件数

は 45 件となっています。 
 

①ＤＶ事案の取扱状況 

資料：佐賀県警察本部 生活安全部人身安全・少年課 
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（４）ストーカー行為認知件数の推移 

佐賀県警察におけるストーカー行為の認知件数及び検挙件数は、下記グラフ①の  

とおりで、令和 4 年の 1 年間ではストーカー行為認知件数は 344 件、そのうち、検挙 

件数は 29 件となっています。 
 

①ストーカー事案の取扱状況（佐賀県） 

資料：佐賀県警察本部 生活安全部人身安全・少年課 

 

 

 

また、令和 4 年 1 年間のストーカー事案に関する当事者関係性をみると、下記グラフ

②のとおり、交際相手(元交際相手を含む)が一番多く 118 件となっています。 

 

②令和 4 年中 ストーカー事案に関する当事者関係性（佐賀県） 

資料：佐賀県警察本部 生活安全部人身安全・少年課 
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○佐賀県男女共同参画推進条例 

平成13年10月９日 

佐賀県条例第42号 

改正 平成16年３月24日条例第２号 

平成17年12月19日条例第74号 

平成28年３月25日条例第９号 

佐賀県男女共同参画推進条例をここに公布する。 

佐賀県男女共同参画推進条例 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策（第８条―第17条） 

第３章 佐賀県男女共同参画推進審議会（第18条―第23条） 

第４章 雑則（第24条） 

附則 

男女は、すべて人として平等であって、個人として尊重されなければならない。この

理念に基づき、佐賀県では、差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される社会の実現

を目指し、さまざまな取組を行ってきた。 

今日、少子高齢化など社会が急速に変化している中で、豊かで活力のある佐賀県を築

いていくためには、性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行など、男女の

主体的で自由な活動の選択を妨げる要因の解消を図り、性別にかかわりなく、個性や能

力が十分に発揮できる社会を実現することが、重要かつ緊急な課題となっている。 

こうした状況を踏まえ、ここに、男女が互いにその生き方を尊重し、共に責任を担う

男女共同参画社会の実現を目指し、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、

この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及

び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について
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基本となる事項等を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治

的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

ことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要

な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること

をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保され

ることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担意識等に基づく制

度又は慣行が、男女の主体的で自由な活動の選択を妨げないよう配慮されなければな

らない。 

３ 男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政

策又は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、推

進されなければならない。 

４ 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養

育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、職場、学校及び地域における活動その他の社会における活動を行

うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。 

５ 男女共同参画の推進に向けた取組が国際社会における取組と密接な関係を有して

いることにかんがみ、男女共同参画は、国際的協調の下に、推進されなければならな

い。 
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（県の責務） 

第４条 県は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男

女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画施策」

という。）を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、男女共同参画施策を推進するに当たっては、市町、県民及び事業者と連携し、

及び協力して取り組むよう努めるものとする。 

（平17条例74・一部改正） 

（県民の責務） 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本

理念にのっとり、男女共同参画を推進するよう努めなければならない。 

２ 県民は、県が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、男女共同参画を推進す

るよう努めなければならない。 

２ 事業者は、県が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメント（性的な言動により他

人を不快にさせ、もってその者の生活環境を害することをいう。）を行ってはならな

い。 

３ 何人も、あらゆる場において、男女間における暴力的行為（身体的又は精神的な苦

痛を与える行為をいう。）を行ってはならない。 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（県民等の理解を深めるための措置） 

第８条 県は、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるため、広報活動等

を行うとともに、学校教育、社会教育その他の教育において適切な措置を講ずるもの

とする。 

（事業者の報告） 

第９条 知事は、男女共同参画を推進するために必要があると認めるときは、事業者に
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対しその事業活動における男女共同参画の状況について報告を求めることができる。 

２ 知事は、前項の報告により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ、公表するも

のとする。 

（表彰） 

第10条 知事は、男女共同参画を積極的に推進する県民及び事業者を表彰することがで

きる。 

（市町及び県民に対する支援） 

第11条 県は、男女共同参画の推進に関し、市町が実施する施策及び県民が行う活動を

支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（平17条例74・一部改正） 

（調査研究等） 

第12条 県は、男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する情報の収集、分析

及び調査研究を行うよう努めるものとする。 

（相談の処理等） 

第13条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画を阻害する要因による

男女の人権の侵害に関し県民から相談の申出があった場合は、適切に処理するものと

する。 

２ 知事は、県が実施する男女共同参画施策又は男女共同参画に影響を及ぼすと認めら

れる施策について、県民又は事業者から意見の申出があった場合は、必要な措置を講

ずるものとする。 

３ 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、佐賀県男女共同参画推

進審議会の意見を聴くものとする。 

（男女共同参画推進員の設置） 

第14条 知事は、前条に規定する相談の申出及び意見の申出の受付等並びに男女共同参

画に関する啓発活動を行わせるため、男女共同参画推進員を置くことができる。 

（推進体制の整備等） 

第15条 県は、男女共同参画施策を推進するため、県の推進体制を整備するとともに、

市町、県民及び事業者との連携を図るものとする。 

２ 県は、男女共同参画施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める
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ものとする。 

（平17条例74・一部改正） 

（附属機関等における積極的改善措置） 

第16条 県は、その設置する附属機関等の委員の任命等について、積極的改善措置を講

ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。 

（年次報告） 

第17条 知事は、男女共同参画の状況、男女共同参画施策の実施状況等について、年次

報告を作成し、公表するものとする。 

第３章 佐賀県男女共同参画推進審議会 

（設置） 

第18条 男女共同参画施策について調査審議するため、佐賀県男女共同参画推進審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第19条 審議会は、知事が委嘱する委員20人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の４未満であってはならない。 

（会長） 

第20条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

（会議） 

第21条 審議会は、会長が必要に応じて招集し、会長がその会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係県職員又は学識経験のある者の出席を

求め、その意見を聴くことができる。 

（幹事） 

31



 

第22条 審議会に、審議会の会務について委員を補佐させるため、幹事若干人を置く。 

２ 幹事は、関係県職員のうちから知事が任命する。 

（庶務） 

第23条 審議会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。 

（平16条例２・平28条例９・一部改正） 

第４章 雑則 

（委任） 

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３章及び次項の規定は、平成14

年６月１日から施行する。 

（佐賀県男女共同参画推進審議会条例の廃止） 

２ 佐賀県男女共同参画推進審議会条例（平成２年佐賀県条例第14号）は、廃止する。 

附 則（平成16年条例第２号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年条例第74号） 

この条例中第８条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第

41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年１月１日

から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年３月１日から、そ

の他の規定は平成18年３月20日から施行する。 

附 則（平成28年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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